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総務・産業建設常任委員会（平成29年12月７日） 

 

◎委員長（大野慎治君） おはようございます。 

 ただいまから総務・産業建設常任委員会を開催いたします。 

 当委員会の案件は、議案３件、陳情２件であります。これらの案件を逐次

議題といたします。 

 審査に入る前に、当局から挨拶の申し出がありましたので、許可します。 

◎総務部長（山田日出雄君） 改めまして、皆様、おはようございます。 

 一昨日は大変寒い中、夕方からの交通安全の街頭指導ということで行って

いただきました。本当にありがとうございました。いつもと違って、朝と違

って、通りがかりの方たちも少しお声をかけていただけるような方もあった

ということも聞いております。こうしたところも継続して続けていきたいと

思いますので、ぜひとも御協力をお願いいたします。 

 天気予報を見ていますと、今週から来週にかけてかなり寒さも厳しくなる

といったお話もありますが、そういう中ですけれども、今度の８日金曜日に

は、夕方に年末の防犯の街頭啓発と、あとは青パトの合同出発式がございま

す。そちらのほうにも御参加をお願いしておりますので、ぜひとも皆さん、

暖かい格好で御参加いただければなと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 さて、本委員会では、私ども部課長以下初め関係職員も出席をさせていた

だいております。それぞれの議案が市民生活に深くかかわる議案であると考

えております。皆様の慎重御審議をお願いいたしまして挨拶とさせていただ

きます。 

◎委員長（大野慎治君） ありがとうございました。 

 それでは議案の審査に入ります。 

 議案第67号「岩倉市安全安心カメラの設置及び運用に関する条例の制定に

ついて」を議題といたします。 

 まず、本会議において堀議員から指摘のございました第 10条第２項

(1)(2)(3)における文末の「とき」に丸をつける取り扱いを、当局から資料

の配付及び説明をお願いいたします。 

◎総務部長（山田日出雄君） ただいま正誤表という形で配付をさせていた

だきました議案第67号「岩倉市安全安心カメラの設置及び運用に関する条例

の制定について」というところで、昨日の本会議の議案質疑の中で堀議員よ

り御指摘をいただきました条例第10条第２項各号における「とき」の後に句

点が必要ではないかといった御指摘については、法制執務上、句点が必要で
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あるということでありますので、この配付をさせていただきました正誤表の

とおり訂正をお願いしたいと思います。いずれも(1)号、(2)号、(3)号の

「とき」の後に句点をつけるものでございます。 

 大変申しわけありませんでした。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎委員長（大野慎治君） ただいま配付されました正誤表において、議案の

修正及び訂正をすることに御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 異議なしと認めます。 

 この正誤表をもって修正を認めることにいたしたいと思います。 

 それでは直ちに質疑に入ります。 

〔「委員長、済みません」と呼ぶ者あり〕 

◎総務部長（山田日出雄君） もう一つ、配付資料についてお願いします。 

 済みません、申しわけありません。 

 昨日、これも本会議の中で御指摘をいただきました規則の案とカメラのカ

タログについては、昨日、それぞれ議員各位の連絡箱のほうに入れさせてい

ただきました。規則については、まだ未定稿ではございますけれども、こう

したものを御参考にしていただいてこれからの御審議をお願いしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（大野慎治君） それでは改めまして、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（関戸郁文君） 安全安心カメラの運用について、ちょっとお尋ねし

たいです。 

 実際に何か犯罪が起きたときに、そのデータが警察からかどこかから要求

があると思うんですけれども、要求されて、それをお渡しするまでの手順と

いうんですか、その流れについて、今、想定している範囲で構いませんので

教えていただけますでしょうか。 

◎危機管理課総括主査（水野功一君） 恐らく捜査の関係になりますと、刑

事訴訟法に基づく捜査照会事項になると思います。その場合ですが、捜査事

項照会の書類をいただいて、その犯罪の目的や場所、時間、日時など詳細な

ものを聞いた上でそのデータを開示していくことになるかなと考えておりま

す。また、その開示する際も、その目的以外に使用しないものの制限をして、

刑事訴訟法であれば裁判所等の公的機関以外への開示を行わない旨の制限も

つけて開示する予定でございます。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） そのことにも関連するかなと思うんですけれど、条
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文でいうと８条の２項に、安全安心カメラ設置者等は、前項ただし書きのと

いう最後のところに、漏えいの防止その他画像データの適切な管理のために

必要な措置を講ずることを求めるものとするとありますが、その必要な措置

を講ずるということの具体的な中身をお聞かせいただきたいと思います。 

◎危機管理課総括主査（水野功一君） 先ほど関戸委員のほうにも少しお話

しさせていただくことと同じことになってしまうんですが、開示するときに、

その目的以外に使用しないことで、先ほどの刑事訴訟法であれば裁判所等の

公的以外に出さないというような条件をつけるということで、もちろんそれ

は捜査事項照会書の証明をまずもらった上で、さらに開示するときの開示の

申請書もいただいた上で、その目的も書いていただいて出すことになるとい

うことでございます。 

◎委員（桝谷規子君） そのほかデータの適切な管理のために、今の警察に

渡す云々のほかに、漏えいの防止その他の画像データの適切な管理のために

必要な措置を講ずることを求める内容で、どういった具体的な必要な措置を

想定しているのか、お聞きしたいと思いますが。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 先ほどデータの開示についてはグループ長

のほうから説明をさせていただいたとおりなんですけれども、今のお話は開

示した後の管理の問題かなというふうに思っております。管理につきまして

は、市等も同じなんですけれども、データの管理につきましては、例えば鍵

のかかる場所で保管をしていただくだとか、先ほども申しましたように裁判

所等の公的機関以外には開示をしない方策をとっていただくという形になり

ますので、基本的には保管状況につきましては、先ほどグループ長が申し上

げたとおりです。目的外の利用をしない、そういった体制をとる。要は、み

だりに人が見ないとか、捜査上必要な関係者が必要最小限度の利用をする形

で確認をしていただくといった対応をしていただく形になりますので、開示

してしまったデータは、市から外に出た後も市と同等の管理をしていただく

という形になるというふうに考えております。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

◎副委員長（櫻井伸賢君） 今、先ほど１問目の質問で刑事訴訟法のケース

ということで御発言があったわけですけれども、刑事訴訟法以外で例えば開

示になるような法令がありましたら、ちょっと二、三、こういう場合とこう

いう場合で、限定列挙で結構なんで挙げていただけたらなと思うんですけれ

ども。 

◎危機管理課総括主査（水野功一君） 法律的に言うと民事訴訟法や弁護士

法などが想定されております。 



４ 

◎副委員長（櫻井伸賢君） ありがとうございました。 

 それで、例えば関係書面が届くと。それで画像が上書きされてきますので、

１週間だったか１カ月だったかというような期間があったかと思います。そ

の手続が速やかに行われるかということなんですよね。オーケーが出ました

けれども、上書きで消えちゃっていましたよというような場合が出てくるの

か出てこないのか、ちょっと言いにくいところなんですけど、それは、もう

受け取ったら速やかに手続を粛々とやっていくという考えでよろしいでしょ

うか。 

◎危機管理課総括主査（水野功一君） まず、その書面とか手続が終わる前

に上書きされてしまうおそれも確かにあると考えておりますので、その相談、

照会があったときには、専用のパソコンの中にそのデータだけを取り出す。

それで、照会の書類の手続が速やかに正規に行われれば、それを出すことに

なると思いますが、それがもし不備があったりとか、それが目的に合わない

ということであれば、とったけれども消去して開示はしないという取り扱い

になると考えております。 

◎副委員長（櫻井伸賢君） わかりました。以上です。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（塚本秋雄君） じゃあ質問させていただきます。 

 基本的に今回の岩倉市安全安心カメラの設置及び運用に関する条例という

ことなんですけど、今回、私も条例をつくってやっていったほうがいいでし

ょうと。地方自治体において何かやるとき、特に今回はプライバシーの問題

もあるだろうということと、いろんな形が出てくると思います。他市もこう

いう形でやってきて、一般的には寄附をされてやってきているのが多いのか

なと思っておりますし、市が予算をとって年間何百台、多いところでは

1,000台というようなところも聞いたこともありますけれども、そういう形

で設定するわけですけれども、今回趣旨の中で、安全・安心まちづくり推進

条例に根拠が置かれていますけれども、そこの中にはカメラでやるというよ

うな部分はうたわれていないだろうと思いますし、この安全・安心まちづく

り推進条例、推進ですから、これは具体的にやっていくというのがあって、

本来なら基本条例があれば私も理解できるんですけど、その上へ行くと、た

しか宣言をされております。いわゆる国のほうでまだ法律ができていないか

ら地方で独自に条例をつくって進めていく内容ですから、これはいいことだ

と思いますけど、これの流れを説明していただきたいと思います。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 御指摘のとおり安全安心カメラの条例につ

きましては、まちづくりの推進条例に従って条例化していくということでご
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ざいます。推進条例の中に、基本条例ではないというお話をいただきました

けれども、施策の基本となる字句を定めるものとするという趣旨がございま

す。その中に、条例の条文にも書いてありますけれども、市の責務として、

その他も加えて４点ほどの責務が列挙されているわけです。その中で、この

条例の条文にもありますように、４条の第３項で犯罪の防止に配慮した環境

の整備に関することという市の責務が規定されております。それを受けまし

て、環境整備といったところで、本会議でも御説明いたしましたとおり、通

常から行っております地域の方々、市民による防犯活動、防犯パトロールと

いったものを一番の主眼として防犯活動をしていただいているわけなんです

けれども、それを補完する形で安全安心カメラによる防犯、犯罪の防止とい

ったものを市の施策として進めていくといったことになりますので、今回、

寄附の話も出ましたけれども、かなりの台数の寄附をいただくということで、

そういったものをつくる上で、プライバシーだとか肖像権に対する一定のき

ちっとしたルールが必要であろうということで条例化をしたといった経緯で

ございます。 

◎委員（塚本秋雄君） 今回これが出てくることによって、治安というその

ものは、どっちかというと愛知県にある愛知県警ということが主導的にやら

れてきていることですから、今度は市町村でも治安の中の防犯という部分か

なという解釈をしておりますので、特に愛知県警なり、あるいは県なりの責

務と役割を含めて、市町村としての岩倉市の取り組みをしっかり明らかにし

て取り組んでいただく、連携をしながらやっていただくことが大事かなとい

うことを申し上げると同時に、これをつくるための検討委員会には愛知県警、

江南警察からも参加していただいて、メンバーじゃないと思いますけれども

参加されているだろうと思いますし、そこら辺の状況を教えてください。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 検討委員会におきましては、市民参加条例

に従って、市民参加のもとで御意見をお伺いするといったことで検討委員会

を開かせていただいております。主なメンバーは、弁護士の方とか、あと個

人情報の関係の委員さんだとか、市民の方、ＰＴＡの方も入っていただいて

います。このあたりは附帯決議の中で、そういった方々に御意見を聞きなが

ら進めるという話がございましたので、そういった形で進めさせていただき

ました。警察につきましても、直接メンバーには入っていただいておりませ

んけれども、オブザーバーとして、どういったことが安全安心カメラを設置

する上で効果的なのかといった御意見をお伺いするといった位置づけで御意

見をお伺いしております。委員長さんからも、市民の方の御要望を拾い上げ

ていただいて、こういう形にしたらいいんじゃないかというようなお話をい
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ただいた後、警察の方の御意見をお伺いするというような会議の取り回しも

していただきましたので、そういった意味では、いわゆる市民の方の要望プ

ラス治安維持のために活動してみえる警察のサイドからの御意見といったも

のをうまく取り入れて、会議のほうを進めさせていただいて検討ができたん

ではないかなというふうに考えております。 

◎委員（塚本秋雄君） その検討委員会、第１回、第２回の議事録は読ませ

ていただいたんですけれども、第３回の議事録というのはホームページでア

ップされていますでしょうか。現段階で。 

◎危機管理課総括主査（水野功一君） まだ公開のほうはしておりません。 

◎委員（塚本秋雄君） ということは、検討委員会の確認がとれておるとい

うことでいいですかね、議事録は。 

◎危機管理課総括主査（水野功一君） 議事録は作成して、今、検討委員会

の委員さんのほうに確認をしているところでございます。それが終わったら

速やかに公表する予定でございます。 

◎委員（塚本秋雄君） 本来はそれを見て臨みたかったわけですけれども、

そこについては指摘をしておきます。 

 じゃあ次。 

 細かいことになってきますけれども、本会議の中で結構質問がされており

ました。財務委員会のほうでやれる質疑もあったかと思いますけれども、１

つはここで明らかにしていきたいんですけれども、もちろん市長のマニフェ

ストから来ている、請願から来ているということで理解はしておりますけれ

ども、実施計画が新しく出されて、昨年の実施計画、今回の実施計画含めて

数量がしっかり上がってきています。それは市が、特に市長が言っていた市

長のマニフェスト、プロジェクトをつくって進めてきている職員のほうの中

から出てきた、プロジェクトから出てきた数字ということで理解してよろし

いでしょうか。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 具体的な数字についてはプロジェクト会議

で議論をしたわけではありませんで、担当課のほうで実施計画での計上をさ

せていただいております。 

◎委員（塚本秋雄君） 当初、市長はプロジェクトをつくって、その結果も

踏まえて政策に反映していく、若干時間的な問題があったかと思いますけれ

ども、そういった部分でのちょっとおくれがあって、それとのマッチングと

いうか、ちょっと見えない部分があるということだけを指摘しておきたいと

思います。 

 次に行きます。 
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 細かいことになるかと思いますけれども、条例の中身を見ると、防犯的な

部分で、いわゆる見守りという部分の小学校の通学路を中心に考えられて出

てきているのかなという考え方であります。そもそも論で、一般的に防犯カ

メラというのがすっきりするんですけれども、防犯カメラとせずに安全安心

カメラというような形にタイトルをしてきた、その説明をしていただきたい

と思います。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 「安全安心カメラ」という名前は、よく検

討委員会でも少し、どうしてこういう名前になったんですかというお話をい

ただきました。この中の御説明では、いわゆる防犯カメラという名称を聞い

たときに、検討委員会でもそうだったんですけど、それぞれの方がそれぞれ

のイメージをしてみえる。例えば大型店舗内にあるカメラ、これを防犯カメ

ラと言うんですけど、これは例えば万引き防止だとか保全のために使うカメ

ラ。今回のように安全安心カメラで公共の場所の防犯、要は犯罪防止に役立

てるのが防犯カメラ、いろんな考え方をされる方が見えるといったところで、

一つカメラのイメージといいますか、どういったものを設置運用していくん

だよということを限定するために「安全安心カメラ」という名称を使わせて

いただいたというのが１点としてございます。 

 それから安全安心カメラというのは、先ほどもお話が出ましたように、推

進条例に従って、その市の責務として行う環境整備といったところでカメラ

の整備を進めていくわけですので、その名称を使わせていただいて「安全安

心カメラ」という名称に統一をさせていただいたということでございます。 

◎委員（塚本秋雄君） そうしますと、この名前、安全と安心、安全はもう

大体皆さん方はわかっていると思います。安心というのは観念的な言葉だと

思います。人それぞれによってどういうことが安心につながるかと、そうい

う部分も含まれているかと思います。そうすると、今回のカメラは、街頭防

犯カメラ、街頭のカメラという解釈でよろしいでしょうか。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 安全安心カメラの設置の定義といたしまし

ては、条例の２条にございますように、犯罪の防止を目的としたカメラであ

るといったことと、それから公共の場所を撮影する映像装置または記録装置

を備えるものという定義になっておりますので、いわゆる街頭というのは公

共の場所に含まれるというふうに考えております。 

◎委員（塚本秋雄君） 私が言うのは、街頭ということは、いわゆる監視カ

メラじゃない部分の理解、いわゆる見守りというイメージ、それが防犯につ

ながっていくということです。それの関連で細かく言いますと、規則を見る

と保管期限が10日以内、要綱では７日になっていたのかな。そこら辺の10日
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以内と書いた理由はありますでしょうか。 

◎危機管理課総括主査（水野功一君） 10日以内にした経緯でございますが、

カメラの撮影する中身によって容量がそれぞれ変わってくる。写真で一枚一

枚容量が違うものもあると思うんですが、そういったことが、きちんと期限

を切る、例えば７日ぴったりということで期限を切ることができないという

ことで、最大10日以内ということで容量等を考慮しながら10日以内になるよ

うに設定して運用していくということで、10日以内というふうにしてありま

す。 

◎委員（塚本秋雄君） じゃあ、最後の質問にさせていただきます。 

 細かいことは財務委員会の議論で出てきて、どういう形の質問になるかは

わかりませんけれども、私としては街頭防犯カメラ的な部分、見守り的なカ

メラでありますから、特にプライバシーの侵害を含めて、個人情報の問題を

含めて、やっぱりその運用方法が大事だと思います。そういう意味合いでは、

これは条例ですから細かいことは言えませんけれども、やっぱりメンテナン

ス、保守がしっかりできていくのか、機器の保守を含めて、あとは設置者の

責任が問われてくるんではないかなという部分がありますので、それについ

ては財務委員会のほうでまた聞いていきたいと思っております。以上です。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございますか。 

◎委員（桝谷規子君） さっき10日と言ったので気になったんだけど、規則

の５条のほうで、安全安心カメラを設置する日の14日までに届けなくちゃい

けないというところが５条にあるんですが、その14日前というところは、ど

のような内容で14日と規定したんでしょうか。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 国の基準の届け出の14日前までに届けると

いうことに関しての14日の工期ということですか。 

 これは、基本的に提出をいただいて、その内容についての審査といいます

か、内容確認をするのに必要な程度の期間といったことで２週間という日に

ちを設定させていただいております。直前に出されても、あしたつけますと

言われても審査ができませんので、14日前には出していただくといった手続

で事務を進めるというふうに考えておりますので、そういう形にしておりま

す。 

◎委員（桝谷規子君） 条例の附則で、この条例は公布の日から施行するに

なっているんですが、もう公布の日からすぐ施行するというふうに、すぐ設

置していこうという準備がどのように整っている状況でしょうか。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 基本的には、この条例ができたときからこ

の安全安心カメラとして位置づけていくものを受け付けていくという形にな
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りますので、公布のときのタイミングでは安全安心カメラはないという状況

であります。ですから今後、区のほうから要望が出てきて、条例制定後にこ

ういうカメラをつけたいという御相談があれば、条例の趣旨等を御説明差し

上げて設置運用基準をつくらなきゃいけないんですよとか、今後の管理はこ

うなるんですよというようなことを御説明しながら書類を整えていただいて

出していただくといった形になりますし、市についても今後、安全安心カメ

ラとして位置づけるものについて条例公布後に手続を進めていくと、設置運

用基準をつくっていくという形になるというふうに考えております。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） ないようですので、質疑を終結します。 

 次に、議員間討議は必要でしょうか。 

〔「ちょこっと」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） じゃあ議員間討議に入ります。 

◎委員（塚本秋雄君） 条例は条例としてあるんですけれども、それは補正

予算との関係があるかもしれませんけれども、実際は100台という大きな数

字が出てきて、それをつけるということになっております。具体的には、そ

の100台の場所とか機種、機種はパンフレットで出ている状態ですけれども、

それはしっかりとした運用なり保守メンテナンスができるかどうか、その場

所自体が明らかにされてくることによって具体的にイメージも出てくると思

います。そういう意味合いでいうと、この条例とこの補正予算とは、本会議

の質問もあったかと思いますけれども、私としては補正予算の中での議論が

最終的にできないと、ちょっとここの部分については意見がまとまっていな

い状況でありますので、そこら辺の意見の、もし意見がありましたら皆さん

方の意見を聞きたいと思います。 

◎委員（伊藤隆信君） 今、安全安心カメラの設置の運営に関する条例でご

ざいますので、これはやはり財務常任委員会と切り離して、条例だけでひと

つここでお願いをしたいと思います。意見として。 

◎委員（関戸郁文君）  塚本委員にお尋ねしたいんですけれども、100カ所

全部決まっていないと条例がつくれないというふうに聞こえちゃったんです

けど、そういう意味ではないですよね。 

◎委員（塚本秋雄君） 寄附をされてやっていく防犯カメラ、安全安心カメ

ラという部分があります。その場所を、じゃあどこに提示してどこで了解を

とっていく。当然、設置する場所にも了解をとらないかんと思いますから、

じゃあ議会が知らずにそれでオーケーという議論にはならんではないかと。
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今後も含めて防犯カメラをどこに設置するというのは、じゃあどこで明らか

にしてそれを決定していくという考え方は、当局はあるかどうか聞いていき

たいと思います。 

◎委員（相原俊一君） 先ほどの検討委員会、これの議事録も読ませてもら

いました。今、３回開かれているんですよね。これは来年の３月までに６回

開かれるんですよ。その中で、この検討委員会の中で当然検討されていくと

思います。 

◎委員（塚本秋雄君） 当局、来年の３月までに６回開くんですか。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 補正予算で６回の検討委員会の謝礼を計上

させていただきましたので、６回という予定をしております。 

 今回、今３回開いて、この年明けから何回開くかということについては、

ちょっと委員長さんと御相談を差し上げた上でという形になります。その中

で、今議論になっております設置箇所についても、提示をしてお示しをして、

お話し合いをするような機会は今後あるのかなと、想定はできるのかなとい

うふうには思っております。 

◎委員（相原俊一君） 私どもはこの条例を審査するべきであって、その設

置箇所については、その検討委員会のほうの検討することではないかと思っ

ております。 

◎委員（塚本秋雄君）  検討委員会の位置づけなんですけれども、謝礼で

5,000円、別に条例を制定して議会の了解を含めて進めておるとは思ってい

ませんけれども、当局が議案、条例をつくっていく上において市民参加条例

のもとでやられているのかなと思っていますけれども、そこら辺の考え方は

いかがでしょうか。 

◎総務部長（山田日出雄君） 当然、その市民参加といった部分、また、こ

れは３月の請願の際に附帯決議として、関係団体、関係者等も参加を得た形

での協議をいただくと。そして、さらに条例化を検討することといった形で

の附帯決議を全員一致でいただいております。そうしたところを受けるとい

うことも含めて今回の検討委員会の中でいろいろと御議論をいただいて、そ

れぞれ皆さんのお考えをお聞きしながらこうした形になったというところで

あります。 

 設置箇所については、いろいろお聞きしておりますと御議論はありますけ

れども、市とすれば、一定そうしたところも検討委員会の中で、市としても

最終的な案をお示ししながら、またその際には、決定後にはなるかもしれま

せんけれども、議会のほうにも報告をしていきながら進めていきたいと考え

ております。以上です。 
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◎委員長（大野慎治君） 桝谷委員、御意見はございますでしょうか。 

◎委員（桝谷規子君） 一応、その補正予算の中での安全・安心管理事業の

議論をした上でというところで、もう一度条例に戻ってもいいかなとも思う

んですが、本会議の中で私自身がいろいろ懸念していた材料は、非常に丁寧

な答弁をしていただいたので、基本的にはこの条例の中身で、今の委員会で

の答弁とあわせて、本当に市が設置する安全安心カメラだということの位置

づけは明確になってきているとは思うので、ここで採択でもいいかなとも思

うんですが。 

◎副委員長（櫻井伸賢君） 議論百出あったところ、本会議でも一番多く時

間が割かれていたところなんで、これは財務委員会の中で全員で議論しても

いいんじゃないかなという思いが私の中には今あります。 

◎委員（相原俊一君） ことしの３月議会でこの請願が出されたんですね。

ここに出席されていらっしゃる方がほとんど紹介議員になられているんです。

それであれば、総務・産業として結論を出して、財務は財務で議論すればい

いと、私は。先ほど総務部長がおっしゃったように、この請願は附帯決議が

ついているんです、本当に。それで、その附帯決議というのは、まずこの条

例をつくろうということになっているんですよ。それと、各団体としっかり

と話し合おうという。ですから、この委員会で結論を出すべきだと私は思い

ます。 

◎委員（塚本秋雄君） 一般的に条例をつくって市民に周知するときは、や

っぱり公布日をしっかり選定して僕はやるべきだと思っております。今回の

条例は、最後のところを読みますけれども、この条例は公布の日から施行す

る。もう条例が公布されたら即という部分があります。結構市民に対しての

周知期間という部分はあります。そういう意味合いで、ちょっと急いでいる

部分を感じられますと同時に、本会議の中でも機種の選定の基準を示します

と言っていましたけれども、カタログはもらったんですけど、機種の選定の

基準があるのかどうか、示してくれるのかどうか、そこら辺をお尋ねしたい

と思います。 

◎総務部長（山田日出雄君） ただいま、まずは条例の公布といったお話が

ございました。ということであれば、まずは条例の御審議をというふうなと

ころなのかなあと思います。公布に当たっては、当然、今後の条例に関して

は遡及適用はしないということで考えておりますので、今後のそうした設置

に当たってそれぞれ、しかも、対象とすれば市、そしてそれ以外、若干の行

政区等がございますので、そうしたところについては今後周知していけば、

区長会等を通じて周知をしていくことで十分に図っていきたいなというふう
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に考えております。 

 また、カメラの機種の選定についてですけれども、これは本会議の中でお

話をさせていただきましたけれども、今回のカメラについては、一定寄附と

してのものに関する御指摘、御質問だったと思います。そういう意味に関し

ては、私がたしかお答えさせていただいたのは、一定寄附者に対しても一定

レベル以上の機種を選定したいというお願いをしているというところで、じ

ゃあどういうものかということで、例えばということで、こうしたカタログ

のものをお示しさせていただくといったところであります。今後、市が設置

するものに関しては、市として同等程度以上のものを、今後、またいろいろ

機種も新しいものになっていくとは思いますけれども、そのときに、ちゃん

と防犯、犯罪の抑止力として有用なものを機種として選定をしていくと考え

ております。 

◎委員長（大野慎治君） それでは、委員長のほうから一言述べさせていた

だきます。 

 本会議は、若干ちょっと設置の部分は入りましたが、委員会でも条例の中

身についての質疑で皆さんしていただきましたので、この本委員会で採決す

ることにいたしたいと思います。 

 じゃあ、以上で議員間討議を終結いたします。 

◎委員（塚本秋雄君） 採決ね。財務委員会が終わった後の継続までにはし

ないということですね。 

◎委員長（大野慎治君） しないということで、よろしくお願いいたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第67号「岩倉市安全安心カメラの設置及び運用に関する条例の制定に

ついて」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（大野慎治君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第67号は、全員賛成により原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 次に、議案第68号「岩倉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につ

いて」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 
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◎委員長（大野慎治君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） この条例の主な改正内容のところで、当該非常勤職

員の子がというところの説明があるんですが、この岩倉市の中での該当者と

いうことはないということでの確認で、まずいいでしょうか。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） このたびの改正で非常勤職員が対象

になっているんですが、その非常勤職員については、育児休業法等で一般職

の職員が対象となるということと、あと嘱託職員とかの特別職については対

象にならないということと、あとパート職員については、これも育児休業法

で臨時的任用ということで、こちらも外されているということでございます

ので、適用となる職員については、今再任用の短時間勤務職員になります。

こちらのほうは今、14人の職員が勤務されていますが、今のところは実績等、

対象となる方はいらっしゃいません。以上です。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） もう一点、済みません、その対象が今言われた再任

用の短期間の職員なんですけれども、主な改正内容での３条の６号になるの

かな、次は最初にもらったところで職員についてというふうに今度は書かれ

てあるんですが、この職員についても最初の当該非常勤職員ということで見

ていいのか、常勤職員も入ってくるのか、そこのところの確認をお願いした

いんですが。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今、桝谷委員から御質問ありました

件なんですが、第３条関係ということで、こちら職員と書かせていただいて

おりますが、この職員については正規職員も含まれております。正規職員に

ついては、育児休業法で子が３歳まで育児休業をすることができますが、第

３条関係の改正につきましては、育児休業の１回やめてとか、期間延長が１

回までは育児休業法は無条件でオーケーとされているんですが、その３条の

関係で、特別の事情についてはその限りではないということでございますの

で、その３条関係の改正については特別の事情について、例えば育児休業に

かかわる子について、保育所とか、その辺の保育の利用を希望し、申し込み

を行っているが、当面その実施が行われないこととかについて、その事情に

追加されたことの改正でございます。以上です。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（大野慎治君） 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 
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 討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 それでは、議案第68号「岩倉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（大野慎治君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第68号は、全員賛成により原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 次に、議案第70号「尾張都市計画岩倉下水道事業受益者負担に関する条例

の一部改正について」を議題とします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） ないようですので、質疑を終結します。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第70号「尾張都市計画岩倉下水道事業受益者負担に関する条例の一部

改正について」、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（大野慎治君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第70号は、全員賛成により原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（大野慎治君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 次に、陳情第15号「陳情書「岩倉市商工会を中心とした地域商工業振興に

対する支援体制の拡充」」を議題といたします。 

 陳述人がお越しになっていますので、陳情書で追加した６項目め以降の部

分を中心に陳述人から意見陳述を求めます。 

◎陳述人（山田幹夫君） おはようございます。 

 議員の皆さん方には日ごろよりお世話になっておりますことを、まずもっ
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て感謝申し上げる次第でございます。 

 ただいま委員長さんのほうから御指摘がございました。今年度、陳情書を

12月４日に議会に提出させていただきました。昨年度と違った追加のところ

を御紹介させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 委員長さんから御説明がございました、４件追加となっておりますので、

まず１点目。 

 中小企業・小規模事業者の事業承継への支援。 

 全国の中小企業の数は、1999年から2015年の15年間に約100万社が減少し

ている。また、経営者の高齢化により、平均年齢は約60歳と過去最高水準と

なる中、数年後には団塊世代が大量に引退する時期が差し迫っており、その

内の半数が廃業するとの調査結果もある。 

 このような情勢の中、地域の雇用や貴重な技術、有形無形の財産が失われ

ることを防ぐために、企業の経営及び資産の継承が円滑に行われるよう支援

することが、喫緊の社会的課題となっている。 

 ついては、地域中小企業の基盤が未来に向けて円滑に機能するため、事業

承継に取り組む中小企業・小規模事業者への事業承継補助金制度などの、支

援策の創設を要望する。 

 続きまして、商工会の経営支援体制確立への配慮。 

 商工会は、小規模事業者の持続的発展を支援するため、商工会で策定した

経営発達支援計画に基づき、小規模事業者の経営計画の策定を支援するとと

もに、その計画の実行及び進捗や成果を把握するための伴走型支援を実施す

ることにより、地域商工業を活性化させることが求められております。 

 今後、商工会は、経営発達支援計画に基づく小規模事業者に対する伴走型

支援を通じた地域商工業振興の担い手として期待されている。一方で、祭り

やイベントなど社会一般の福祉の増進に資する事業の担い手としても、これ

まで同様に期待が寄せられている。 

 したがって、地域商工業の活性化がこれまで以上に求められている今日、

特に、商工会は、地域の小規模事業者に対する経営計画策定、実行等による

支援が最大の使命であることから、限られた事務局職員と予算で運営されて

いる商工会が、経営支援体制確立を最優先できるよう配慮を要望する。 

 続きまして、人手不足、生産性向上に対する支援の強化。 

 愛知県内の経営環境は、大企業、中堅中小企業を中心に緩やかな回復基調

にあり、人材の確保についても、学生の大企業志向を背景に採用予定数を確

保している。 

 しかし、県内産業を下支えしている小規模事業者においては、人材の確保、
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育成は容易ではなく、人手不足が常態化しており仕事が受注できないケース

も出てきております。 

 そのため、小規模事業者が人材を確保するために、小規模事業者ならでは

の魅力を発信する取り組みへの支援や、女性、高齢者が活躍できる職場環境

の整備等生産性の向上を図るための支援策の強化を要望する。 

 最後に、街路灯の維持管理への支援。 

 街路灯は、商工会および各地区街路灯組合が永年にわたり維持管理をおこ

なってきました。昨今は会員や商店の数も減少しており、維持管理の運営が

財政的に厳しい状態である。 

 平成26年度に商業団体等事業費補助を受け、街路灯をＬＥＤ化に変更した

ところですが、街路灯は岩倉市にとっても「安全、安心のまち」として市民

の防犯の一助となっていることから、街路灯の移設や撤去、塗装・足元補修

など維持管理に対する補助金など、支援策の強化を要望する。 

 以上でございます。 

◎委員長（大野慎治君） 陳述が終わりました。 

 岩倉市商工会さんからの陳情については、平成29年３月の定例会において、

５項目めを除き一部採択していますので、今回の陳情についても、岩倉市市

議会請願書及び陳情書取り扱い要綱第９号の規定により取り扱うことに御意

見はございませんか。請願並みに扱うということで御意見はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 御異議なしと認め、続いて質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（塚本秋雄君） 一つだけ質問させていただきます。 

 陳情書の裏側に「平素は」という文章があるんですけど、下から３行目に、

私ども商工会、青年部、女性部を含め４万4,000余りの会員って、４万4,000

も会員がいるんですか。どういうような感じですか。愛知県のことかね、こ

れは。 

◎陳述人（山田幹夫君） はい、愛知県内です。 

◎委員（塚本秋雄君） はい、理解しました。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（関戸郁文君） 済みません、今、６番から御説明だったんですけれ

ども、ちょっと５番のことで行政に聞きたいことがあるんですけど、一応、

よろしいですかね。 

◎委員長（大野慎治君） よろしいです。結構です。 

◎委員（関戸郁文君） ５番の官公需発注における商工会員を優先した受注
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機会の確保というところなんですけれども、１行目の後ろの「とりわけ商工

会員を優先した随意契約」というのが書いてあるんですけれども、これは優

先することは可能なんでしょうか。 

◎行政課統括主査（井手上豊彦君） 随意契約ができることの場合というの

が地方自治法の施行令のほうで規定されておりまして、特定の事業者と随意

契約できる要件といたしましては、地域活動センターとか小規模作業所、シ

ルバー人材センター等からの物品または役務の提供を受ける契約というふう

に規定されておりまして、障害者福祉施設等の推進といった一定の政策の目

的のために必要な随意契約を締結できるというふうにされております。その

ため、地方自治法の施行令の規定からは、商工会の会員様を優先とした随意

契約はできないということになりますので、よろしくお願いします。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） というところがあるので、前回も５番だけは除いて

採択したという経過があると思うんですけれども、でも、ここの「とりわけ

商工会員を優先した随意契約」のところだけ抜かせば、やはり地元の中小業

者の人たち、以前も総務委員会と商工会の懇談の中でも、やはり地元の業者

に受注機会の確保・拡大の要望が多いということでもありますので、ここだ

け抜かしてという文章ではだめなんですかね。地域経済の活性化の観点から

地元中小企業者の受注機会の確保・拡大など、特段の配慮を要望するという、

過去の実績にかかわらず地元商工会員を……。ここも優先的にってあるね。

優先的に指名、対象業者に選定するよう要望する。やはり優先とかのところ

を抜かして受注機会の確保・拡大を要望するみたいな文章にして採択みたい

なのはどうでしょうか。そういう……。 

◎委員長（大野慎治君） ちょっと済みません、まだ議員間討議に入ってい

ないので。 

 済みません、ちょっと委員長のほうから。 

 今もそうなんですけど、地元の商工会員さんが結果的に今、市内の指名業

者さんやそういったもの、特命随契じゃないんですが、文具や何かに関して

も、その他のものにも結果的に商工会員さんになっているんじゃないかなと

いうのが、そこが入っていようが入っていなかろうが、結果的に会員さんか

どこかというのは当局は把握されておりませんが、結果的になっているので

はないかと思われますが、いかがでしょうかというのは聞いてもわからない

ね。 

◎行政課統括主査（井手上豊彦君） ちょっと商工会員さんかどうかという

のはあれなんですけれども、市内で受注可能なものにつきましては、市内の
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業者さんを優先して業者選定を今でもさせていただいておりますので、そう

いうことで受注機会の確保に努めておるということでございます。よろしく

お願いいたします。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（大野慎治君） ないようですので、質疑を終結します。 

 次に、議員間討議に入ります。 

 発言する議員は挙手をお願いいたします。 

◎委員（桝谷規子君） ということで、先ほど言った５番については、その

部分を抜かして、より今でも、今答弁があったように、市内の中小業者につ

いては受注機会の確保に努めているという現状でありますが、より拡大をと

いう配慮を要望するというところを、とりわけ商工会員を優先した随意契約

時の適正な価格によるというところを取ってもいいかということではどうで

しょうか、意見陳述の方、商工会長さん。 

◎陳述人（山田幹夫君） 先ほど御質問ございました平素はということで、

私ども県内57の商工会代表が一堂に会して開催した平成29年度の商工会長会

議において、別添えのようにということで決議をしておりますし、それと、

また私ども商工会においても理事会で皆さん方に決議をしていただいて署名

捺印をしたものを市長さんと議長さん宛てに届けておりますので、文言を変

えるということはできないと思います。それで文言を変えなきゃということ

になると、そこをどうされるかということは議会で判断をしていただければ

結構だと思います。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに発言する議員さんはいらっしゃいませんか。 

 ほかの項目についてもよろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） じゃあ発言する議員さんはございませんので、議

員間討議を終結いたします。 

 取り扱いについては、本当はここで議員間討議中に、取り扱いについては

全ての項目を採択ということなのか、前回は５番目のところが、ちょっと今、

桝谷委員の御発言にありましたように、地元中小企業者だったら多分に問題

はないだろうということだったんですが、商工会員というところがひっかか

って、前回５項目めが外れてしまっていましたが、商工会さんとの意見交換

の中でもここの部分は強く言われて、あのときも商工会員という発言じゃな

くて地元中小業者ではございましたが、そういった意味でここを採択するの

か、５項目めを含めて採択するのか採択しないのかというところだけ、今、
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議員間討議は終結しましたが、私も取り扱いに困りますので、各委員さん、

発言を述べていただけませんでしょうか。 

◎委員（関戸郁文君） やはり今、法令上できないということなので、やっ

ぱり前回同様、大変申しわけないんですけれども、商工会長さんいらっしゃ

る前で、ちょっと本当に申しわけないんですが、５番だけは前回同様、省か

せていただいて、部分採決というんですかね、一部採決にしていただきたい

と思っています。 

◎委員長（大野慎治君） ほかの委員さん。 

◎委員（相原俊一君） 実質的には市内業者さんだというようなニュアンス

で受けとめました。中小企業・小規模企業の振興基本条例、これも当局のほ

うが今つくる段階にあると。そうですよね。そういうことであれば、それと

相まって……。 

◎委員長（大野慎治君） そうですね、そういう方向性ですね。 

◎委員（相原俊一君） そうですね。だから、そういうことも相まって考え

れば、５条のことは一部採択で、これがなくても振興基本条例があるから、

そっちでいけるんじゃないかと。 

◎委員（塚本秋雄君） 私は、今回の陳情そのものについては、別に問題な

いから採択すればいいんじゃないかなと思っています。陳情ですのでね。全

体的に、今までは小規模事業者は大変だったということで、平成26年、この

トップに書いてありますけど、小規模企業振興基本法ができてきたと。国が

法律をつくって、それで愛知県もつくってきているわけです。愛知県は平成

24年に愛知県中小企業振興基本条例を制定されている。岩倉市は制定されて

いないんですけれども、そこら辺の小規模事業に配慮するということも大き

な課題、それは食育の問題から発信した食料自給率の問題を含めて地産地消、

地元でとれたものは地元で食べ、地元で処理するものは処理していく、ごみ

の問題も結構言われますけれども、そういう意味合いで言うと、地元に市税

協力している、あるいはいろんなイベントを協力しているところを共通認識

を持つのが、この国の法律、県の法律、岩倉市が考えてほしいことだと僕は

思っていますので、特に外す必要はないと思っていますし、特にお互いが、

市民や市や議会が一層の相互の理解を深めていくためにも必要なポイントじ

ゃないかなと思っています。以上です。 

◎委員（桝谷規子君） ５番については、その文言を一部外すというのは難

しいということなので、やはり今の岩倉市の随意契約の要綱がそこになって

いないということで難しいかなと思うんですが、次回持ってきていただくと

きには、そこを、「とりわけ」というところを、商工会員を優先した随意契
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約時の適正な価格云々を外した形で、市内の中小企業の人たちの受注の機会

の確保・拡大に努めるようというところに持ってきていただけるといいかな

と思っているんですが。私たちも中小企業・小規模企業の振興基本条例が、

ぜひとも岩倉市にも欲しいということで、この間、委員会の中で、お盆もか

けてずうっと何回も議論をしていく中で、本当に基本条例をつくって市内の

中小企業者の人たち、とりわけ小規模事業者の人たちが本当に高齢になって

いる中、支援体制をしていく必要があるということで、市を挙げて、議会も

かかわって、教育機関とも大いにかかわりながら、こうやっていくことの必

要性を非常に皆さんの意識が高まってきたことで大事なことだと思っていま

す。だから、そこの部分がちょっと、岩倉市の今の随意契約云々の条例では

ない、要綱ですよね。自治法の施行令。岩倉市だけの要綱ではなく、自治法

の施行令の中でそぐわないということでは、やはり５番は外した形での採択

にしたほうがいいんじゃないかなと思います。 

◎委員長（大野慎治君） それでは、５項目めの「官公需発注における商工

会員を優先した受注機会の確保」という部分を除き、陳情第15号「陳情書

「岩倉市商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充」」に

対して、一部採択することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（大野慎治君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、陳情第15号は、賛成多数により一部採択すべきものと決しま

したので、本会議にて委員長報告させていただきます。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（大野慎治君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 ただいま採択いたしました陳情第15号に関しては、３項目めの中小企業・

小規模企業振興基本条例の早期制定という部分に関しては、総務・産業建設

常任委員会で協議した内容をもって、政策提言という形で議長のもとに提出

して、議長のほうから当局のほうに提出させていただきますので、御異議は

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 異議なしと認めます。 

 次に、陳情第12号「歩道および歩行者専用道路に関する車の規制について

の陳情」を議題といたします。 

 陳情者に書面にて議会事務局より陳述を求めましたが、残念ながらお越し

になられませんでしたので、本陳情については、当局と質疑はしたいと思い
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ますが、御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 御異議なしと認め、質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（関戸郁文君） 陳情事項の１番、２番、３番と下のほうにあるんで

すけれども、これは多分、いろんな方がいろいろ役所に言ってきていること

だと考えられるので、今現在、それぞれどんな状況なのかということを。 

〔「危機管理課長」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） いない。委員長の取り扱いが悪かったです。ごめ

んなさい。申しわけなかったです。 

 再度、関戸委員。 

◎委員（関戸郁文君） 陳情事項の一番下のところです。１番、２番、３番

と、バロー前の駐停車規制の実施等々あると思うんですけれども、こういう

内容は、多分、役所のほうに既にいろいろと入ってきていると思うんですね。

ですので、今現在、この３つの事項についてどのような状況にあるのかとい

うのを、わかる範囲で教えていただけますでしょうか。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） 今現在、３つの事項のバローの前の駐停車

規制の実施については、苦情等は今、市のほうに入ってきていない状況です。

２番の歩行者専用道の徹底、通行禁止につながる対策という部分につきまし

ては、陳情者の方以外の方からお話、苦情としていただいております。これ

は、五条川堤防道路の歩行者専用道の車の通行に関して、要は歩行者専用道

としての規制が守られていないというようなお話をいただいておりまして、

それについては江南警察署と調整をさせていただいて、要は付近の区への区

長さんを通して、こういった事情で回覧を回していただいて、この道路につ

いては歩行者専用道になるので、その付近の方が車の乗り入れをする場合は

規制に対する通行許可の申請をしてくださいといった流れの回覧をしていた

だいたという経緯がございます。ごめんなさい、３番になりますかね、それ

は。ですので、岩倉市内の歩行者専用道の通行については、これはちょっと

余談になりますけれども、江南警察署のほうからも、岩倉市内は歩行者専用

道の比率というのが県内でもかなり高いというような話があって、しかも終

日歩行者専用道になっている道路が非常に多いといったお話をいただいてお

りまして、これは岩倉市の施策として、五条川の堤防道路というのを散策し

ていただくと、市民の方に親しんでいただくといった施策があるので、そう

いった意味も含めて、これは市として施策を進めていきたいというので、こ

れは守っていきたいという意向を強く求めておりますので、歩行者専用道が
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多いことに関しては、車の乗り入れが少ないので交通事故が減るといった部

分では、岩倉市内の交通安全というものについては一定図られているのかな

と思うんですけれども、御指摘のように、車が通行するといった実態につい

ては、警察と連携をしながら、どうしても入ってくる車があるので、そうい

った車に関しては、きちっとした指導をして乗り入れの許可をとっていただ

く、それ以外の車は入り込まないような施策をしていただくということで、

警察のほうにも要望しているといった状況でございます。 

◎委員（関戸郁文君） よくわかりました。 

 ２番、３番については、行政としてはやるべきことをやっているというふ

うに思います。１番については、これは苦情じゃなかったということなんで

すけれども、これもまた行政としてやれることというのは、規制を警察に言

うというだけか、あるいはもっとほかのことができるのか、ちょっと教えて

いただけますか。 

◎危機管理課長（隅田昌輝君） ここの箇所については、先ほど申し上げた

ように苦情はいただいておりませんけれども、交通安全施策上、今言われた

警察の規制の取り締まりと岩倉市としてできる啓発、申し入れだとか、そう

いったソフトな部分と２つ切り分けができるかなと思います。 

 今後、このバローについてもそうなんですけれども、こういうお話をいた

だきましたら、市としても、例えば店舗にお話をして、こういった事情があ

るので、お客さんに御注意いただきますだとか、そういったお話をさせてい

ただくだとかといったことはできますし、警察のほうにも申し入れをして、

駐車禁止の規制がかかっているところであれば、しっかりとした取り締まり

をしてくださいというような要望は出ていますといった話もできるかなとい

うふうに思っております。 

◎委員長（大野慎治君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 それでは、今の質疑がありましたので、陳情第12号の取り扱いについては、

当局より店舗及び江南警察署に対して、このような陳情があったことを申し

入れていただくことにしたいと思いますが、御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 御異議なしと認め、当局、危機管理課にはお手間

をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

 以上で、当委員会に付託されました議案は全て議了いたしました。 

 なお、本日の本委員会の委員長報告の文案につきましては正・副委員長に
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御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（大野慎治君） 異議なしと認め、そのように決しました。 

 以上で総務・産業建設常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 




